
R３.１２改 

                                                                           広 島 市 
                                                                                             再生紙を使用しています。 

お問い合せは区福祉課高齢介護係までお願いします。 

介護保険 主治医意見書について 

１ 主治医意見書の作成について 

 

 

 

 

 ■ 「主治医意見書記入の手引き」の最新版を広島市ホームページに掲載しています。 

  ご一読いただき、内容をご確認のうえ、作成をお願いいたします。 

  ＜掲載先＞ 広島市ホームページ【ページ番号 0000002348】（http://www.city.hiroshima.lg.jp/）の主治医意見書記入の 

手引きをご覧ください。 

■ 固有名詞（病院名や施設名など）や難解な専門用語を避けてご記入ください。 

■ 主治医意見書の医師氏名欄は医師本人による自署をお願いします。(氏名ゴム印＋押印は不可 

■ 主治医意見書項目の主な記入上の注意事項（「主治医意見書記入の手引き」から引用（一部加筆）、

裏面の主治医意見書見本とあわせてご確認ください） 

  ①診断名について 

   ・生活機能低下の直接の原因となっている傷病名を記入してください。 

   ・第 2 号被保険者（40～64 歳）については、介護を必要とさせている生活機能低下等の直接の原

因となっている疾病が、介護保険法施行令で定められた特定疾病に該当することが認定の要件に

なりますので、「1. 」に特定疾病名を記入してください。 

  ②症状としての安定性について 

   ・①で記入した「生活機能低下の直接の原因となっている傷病による症状」の安定性について、該当

する選択肢を選び、具体的な内容を記入してください。 

  ③傷病または特定疾病の経過及び投薬内容を含む治療内容について 

   ・①で記入した傷病または特定疾病の診断根拠、主要な所見、経過及び投薬内容を含む治療内容等に

ついて要点を簡潔に記入してください。 

 ④特別な医療について 

   ・過去 14 日間以内に受けた医療があれば必ずチェックしてください。 

 ⑤心身の状態に関する意見（日常生活自立度）について 

   ・「主治医意見書記入の手引き」に記載の判定基準を確認のうえ記入してください。 

 ⑥特記すべき事項について 

   ・要介護認定の審査判定及び介護保険によるサービスを受けるうえで、重要と考えられる事項につい

て、要点を記入してください。 

・申請者にかかる介護の手間をより正確に反映するため、申請者の状態やそのケアにかかる手間、 

頻度等の具体的内容について記入してください。 

・口腔内の状況から口腔清潔に関して、特に留意事項があれば、要点を記入してください。 

・専門医等に別途意見を求めた場合はその内容、結果も記入してください。 

   ・主に更新申請において、傷病経過等について前回から特段の変化が見られない場合であっても、 

「前回記載内容と同じ。」などとせず、具体的に記入してください。 

・第１号被保険者（65 歳以上）について、負傷等の原因として第三者行為が疑われる場合は、その

旨を記入してください。 

  ⑦要介護認定結果の情報提供希望の有無 

・情報提供を希望される場合は、「希望する」にチェックしてください。 

 

 

２ 主治医意見書作成料の支払いについて 

 

 

 

 ■ 主治医意見書作成料は、広島市から医療機関にお支払いします。 

  ・広島県内の医療機関への支払い 

   広島県国民健康保険団体連合会を通じて、1 ヶ月ごとに貴医療機関の診療支払い口座に振り込みま

す。 

  ・広島県外の医療機関への支払い 

   広島市から直接、1 ヶ月ごとに貴医療機関の口座に振り込みます。 

（県内外ともに月末までに区福祉課到着分を翌月に振込み） 

 

 ■ 主治医意見書作成料の費用区分は、下記のとおりです。 

 在宅者 施設入所者 

新規 
5,500 円 

（消費税・地方消費税含む。） 

4,400 円 

（消費税・地方消費税含む。） 

継続 
4,400 円 

（消費税・地方消費税含む。） 

3,300 円 

（消費税・地方消費税含む。） 

 ※ この場合の施設とは、介護保険施設のみならず、入院・入所機能を有する医療施設及び社会福祉施

設を含みます。 

 ※ 入院・入所者に対して、当該施設の医師（常勤・非常勤を問わない。）が主治医意見書を作成した

場合は「施設」にかかる額の文書料、当該施設と関係がない医師が作成した場合は「在宅」にかか

る額の文書料とします。 

  ※ 申請区分に関わらず、医師が所属する医療機関が、申請者に対して初めて主治医意見書を作成した

場合は「新規」にかかる額の文書料とし、申請者に対して過去に主治医意見書を作成したことがあ

る場合は「継続」にかかる額の文書料とします。 

 

 ■ 意見書作成に当たっては、必ずしも、新たに診察・検査等を行う必要はなく、診療録等を参考に作成

することで差し支えありませんが、診察・検査等を実施した場合は医療保険に請求をお願いします。 

   ただし、主訴・寝たきり等がない場合に限って、意見書作成のために実施した診察・検査等（以下の

ものに限ります。）については、広島市にご請求ください。 

  ≪検査≫血液一般検査、血液化学検査、尿中一般定性・半定量検査、胸部単純 X線検査 

 

 

 

 

 

・中区(082)504-2478  ・安佐南区(082)831-4943 

・東区(082)568-7732  ・安佐北区(082)819-0621 

・南区(082)250-4138  ・安芸区 (082)821-2823 

・西区(082)294-6585  ・佐伯区 (082)943-9730 

裏面もご覧下さい 

・主治医意見書は、できるだけ早急に、同封の封書で区福祉課にご返送ください。（依頼書に記載

している提出期限までにご返送をお願いいたします。） 

・提出された主治医意見書について、区職員からお尋ねする場合があります。ご協力をお願いし

ます。 

同封の「請求書」に必要事項をご記入いただき、主治医意見書とともに返信用封筒で区福祉課に

ご返送ください。 




